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12．1 

検査要領 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

検査は次の要領で行う。 

1．指定工事業者は、事前に主任技術者が竣工図等の書類検査及び

現地検査により、給水装置が構造及び材質の基準に適合してい

ることを確認しておくものとする。 

2．指定工事業者は、工事完了後直ちに竣工書類等（給水装置工事

検査願（様式１０ 日本産業規格Ａ列 4 番 上質紙 Ａ列本判

70.5kg 以上）、給水装置工事竣工図（様式 11 日本産業規格Ａ

列３番 上質紙 Ａ列本判 57.5kg 以上）及び工事記録写真）を

担当部署に提出し、審査を経たのち検査を受けなければならな

いものとする。なお、一時用（工事現場等）の検査についても

同様の取り扱いとする。 

また、申請者は工事に関して同意や内容確認が必要な場合は 

 竣工図に直接記載、または、別紙に内容を記入し、署名・押印

することとする。 

3．検査は、工事ごとに指名された主任技術者が立ち会いの上、現

地検査を原則とする。なお、検査は原則として引渡し前に受検

することとする。 

4．給水装置の検査の際、手直し等の指摘事項があった場合は、竣

工検査手直完了報告書（様式１０）により指示し、指摘事項に

ついては指定期間内に手直しを実施し、期間内に再検査を受け

なければならないものとする。 

5．検査実施の際、漏水等の事故が発生した場合は、指定工事業者 

  が責任を持って対処、解決しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 12 章 工事検査 
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12．2 

検査の種類と 

内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12．3 

工事記録の保存 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

検査の種類については、次のとおりとする。 

1．書類、図面検査 

2．水圧検査 

3．配管検査（材料の確認含む） 

4．機能検査 

5．水質検査 

（1）残留塩素（遊離）0.1ｍｇ/ℓ以上及び臭気、味、色、濁り等

に関する事項を検査する。 

（2）開発行為等で７５ミリメートル以上（５０ミリメートル以 

上の無償譲渡管等を含む）を布設する場合は、残留塩素濃度 

の測定のほか、管理者が特に必要と認める事項を検査する。 

6．その他受水槽設備に関する検査、共同住宅に関する検査等、 

 管理者が特に必要と認める事項を検査する。 

 

検査の内容については、表 12-1 とする。 

 

 

指定工事業者は、工事ごとに指名した主任技術者に下記の事項 

に関する記録を作成させ、工事記録写真と共に 3 年間保存しな 

ければならない。（施行規則第 36 条第 1 項第 6 号) 

1．施主の氏名又は名称 

2．施工の場所 

3．施工完了年月日 

4．主任技術者の氏名 

5．竣工図 

6．工事に使用した給水管及び給水用具に関する事項 

7．給水装置の構造及び材質の基準（施行令 第 5 条第 1 項及び

第 2 項）への適合、確認の方法及びその結果 

8．無償譲渡予定給水管は、継手チェックシート、継手管理写真

を作成すること（ＨＰ及びＤ.Ｃ.Ｉ.Ｐ） 
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表１２-１ 

書類検査 

検査項目（竣工図） 検査の内容 

方位・見取図 ・北を上向きとすること。 

・工事箇所が確認できるよう、道路及び主要な建物等が記入され

ていること。 

・工事箇所を『申請地』と明記されていること。（赤色） 

・配水管から工事箇所までの引込位置（配管経路）を明記するこ

と。 

・工事箇所に付随する親水栓番号が存在する場合は、対象地と 

『親○水水栓番号』を明記すること。（黒色） 

平面図・詳細図・ 

立面図・アイソメ図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

立面図（系統図） 

・方位が記入されていること。 

・配水管が下側に記載されていること。 

・配水管等の種類、口径が記入されていること。（分岐管が配水

管の場合 『管種 口径（配）』、給水管の場合 『管種 口径

（給）』） 

・敷地及び建物の寸法、建物の位置、構造がわかりやすく記入さ

れていること。 

・道路種別等付近の状況がわかりやすいこと。 

・公私境界、隣接敷地の境界線及び隣接関連水栓番号が記入され

ていること。 

・配水管等からの分岐位置及び止水栓のオフセットが記入されて

いること。（分岐平面図、断面図） 

・配水管～メーターBOX まで布設する管の材料名称、口径、延

長及び位置が記入されていること。 

・メーターから建物まで布設する管の種類、口径、延長及び位置

が記入されていること。 

・建物内に布設する管の種類、口径、位置が記入されていること。

（給水ヘッダー方式の場合は、詳細図を記入） 

・平面図と立面図が整合していること。（双方作図の場合） 

・隠ぺいされた配管部分が明記されていること。 

・受水槽式給水の場合、直結式給水部分（受水槽まで）と受水槽

以降の平面図と系統図等に分けること。 

・直結増圧式給水の場合、直結式給水部分（増圧器具まで）と増

圧器具以降の平面図と系統図等に分けること。 

・受水槽式給水または、直結増圧式給水の場合、警報盤の位置が

明記されていること。 

・給水管及び給水用具は、性能基準適合品が使用されていること。 

・構造・材質基準に適合した適切な施工方法がとられていること。 

 （水の汚染・破壊・侵食・逆流・凍結防止等対策の明記） 

 

・立面図（系統図）に管路、水栓番号が記入されていること。 
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現地検査 

検査項目 検査の内容 

屋外の

検査 

1. 分岐部・閉止部・既設管接 

続部等オフセット 

 

 

 

2. 水道メーター、リングバル 

ブ 

 

 

 

 

3. 埋設深さ 

 

4. 管延長 

 

5. きょう・ます類 

 

6.止水栓 

・オフセットの基点は、永年埋設及び撤去され 

るおそれのないマンホールの中心点や地先境

界の角、その他２点以上の引照点を定められ、

水平距離を正確に測定されていること。 

 

・水道メーターは逆付け、偏りがなく、水平に 

取付けられていること。 

・検針、取り替えに支障がないこと。 

・リングバルブの操作に支障のないこと。 

・リングバルブは、逆付け及び傾きがないこと。 

 

・所定の深さが確保されていること。 

 

・竣工図面と整合すること。 

 

・傾きがないこと、及び設置基準に適合するこ

と。 

・スピンドルの位置がボックスの中心にあるこ

と。 

配管 1. 配管 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.接合 

3.管種 

・延長、給水用具等の位置が竣工図面と整合す 

ること 

・配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポ 

ンプに直接連結されていないこと。（井戸等） 

・配管の口径、経路、構造等が適切であること。 

・水の汚染、破壊、侵食、凍結等を防止するた 

めの適切な措置がなされていること。 

・逆流防止のための給水用具の設置、吐水口空

間の確保等がなされていること。 

・クロスコネクションがなされていないこと。 

・量水器の一次側と二次側の配管がクロスして

いないこと。（30cm 以上の離隔が確保されて

いる場合を除く） 

・適切な接合が行われていること。 

・性能基準適合品の使用を確認すること。 

給水用具 1.給水用具 

2.接続 

・性能基準適合品の使用を確認すること。 

・適切な接合が行われていること。 

受水槽（消火・消火

補給水槽） 

1.吐水口空間の測

定 

・吐水口と越流面等との位置関係の確認を行う

こと。（チェックシートの内容と整合している

こと） 

・警報盤の位置が竣工図面と整合すること 
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無償譲渡予定管 1. オフセット確

認 

 

2. 配管延長確認 

3. 水圧・水質試験 

 

 

 

4. 出水確認（各区

画） 

 

5. 弁栓類埋設深

度・蓋開閉方向

確認 

・埋設位置等がオフセット図面と整合すること。 

 

 

・竣工図面と整合すること 

管種に応じた水圧試験方法により、漏水及び

抜けなどのないことを確認すること。 

・当局が検査する水質試験に合格していること 

 

・各区画の給水管から出水すること 

 

 

・本局が定める基準（水道工事共通仕様書・水

道工事施工管理基準）に基づき設置されてい

ること 

機能検査 ・通水した後、各給水用具からそれぞれ放流し、

メーター経由の確認及び給水用具の吐水口、

動作状態などについて確認すること。 

水圧検査 ・水圧による耐圧試験で、漏水及び抜けなどの

ないことを確認すること。（水系統 1.75MPa,

湯系統 0.75MPa を 1 分間保持） 

水質検査 ・残留塩素の確認を行うこと。（残留塩素（遊離）

0.1ｍｇ/ℓ以上及び臭気、味、色、濁り等に関

する事項を検査する。） 

※その他管理者が必要と認める検査について受検すること。 

 

 

 

 


